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0.は じ め に

 本論文は,1985年3、 月から1力 年滞在 した,台 湾北部客家系漢族農村(図1)の 事

例から,廟 や小祠,無 廟の信者の範囲などについて,資 料を提示 し,若 干の考察を加

えたものである。資料は調査後4年 余 りを経過 しているが,こ の際できるだけ生また

は未調理に近い形で提示し,同 学の諸賢の参考に供したい1》。

*東 京犬学東洋文化研究所

1)本 論文で扱 った資料は,1984年8月(2週 間)お よび同年12月(1週 間)の2回 にわたる予

 備調査,そ して1985年3月 から翌1986年3月 までの1年 間に及ぶ本調査,さ らに1986年12月 
(2週 間),1988年12月(2週 間),1989年8月(2週 間),都 合3回 の補充調査によって収集

 したものである。この間,五 湖村,西 湖郷,苗 栗縣の関係者の方々から賜わった懇篤なご協力 
に対 し,心 から感謝申し上げたい。特に前もってなんの連絡もせず,突 然郷公所を訪れた筆者

 に対 して,暖 かく迎え入れ,種 々有益なご教示をいただき,西 湖郷を調査地に選定する契機を

 与えて くださった張慶修西湖郷長,ま た筆者をご自宅に宿泊させてくださった上に,連 日,と

 きには山聞僻地まで同行 してくださった頼梓田氏,さ らに筆者の個人的要望にもかかわらず,

 伯公祠巡りに,貴 重な時間を割いて,そ れぞれ20箇 所余りの現地までご案内いただいた温錦雲

 氏,江 栄煙氏,何 清春氏,張 清源氏,曽 欽栄氏,李 錦昌氏,邸 魁選氏,李 明錦氏,頼 金昌氏, 古新財氏
の諸賢のご厚意に対しても,深 甚なる謝意を表する次第である。

  本論文で考察した 〈祭祀圏〉の概念については,国 立民族学博物館の共同研究 「漢族の地域

 性 とアイデ ンティティ」(研究代表者一竹村卓二教授)の 席上で,王 枢興氏の示唆に負うとこ

 ろが大きい。また 〈祭祀圏〉の代わりに 〈祭祀域〉という用語を使用したのは,共 同砥究会に お
いて瀬川昌久氏から 「従来の 〈祭祀圏〉の概念とは異なる意味で用いるのであるならば,別

 個の用語を設定 したほうがよいのではないか」という提案に従ったからである。

  なお,本 論文は,草 稿の段階で編者の竹村教授の懇切なご指摘をいただいた。本論文が多少 
とも理解 しやすくなっているとしたならば,そ れは同教授のご教示のおかげである。この場を

 借 りて,謝 意を表したい。
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図1 台湾 と中国大陸の原郷 [末成 1990:203]

0.1問 題 の 所 在

 西湖郷の廟の分布を眺めてみよう。現在,人 口に比 し,き わめて多くの祠廟が存在

している。 しかも,そ の分布にかなりの偏りが認められる。こうした郷内の地域的偏

差は,規 模こそ小さいが村の内部にも認められ,村 の固ま り具合いと関係 しているよ

うに思われる。

 今でも,大 きな廟の大部分は三湖と五湖の街に集中していて,そ れ以外の場所にあ

るのは,個 人が中心となって経営している,比 較的規模の小さなものである。これ ら

を除 くと,ま とまった規模の廟のない村のほうが多い。道が集まる交通の要地である

三湖はともか くとして,.な ぜ五湖に大 きな廟が3つ もあるのだろうか。廟のない場所

め漢族の信仰はどうなっているのだろうか。 もっとも,・日政期には苗栗からのバスが

三湖ではなく,五 湖から烏眉坑を経て通宵へ向かっていたということから推測される

ように,五 湖が交通の要衝であった可能性もある[苗 栗郡役所 1933]。 しか し,五

湖に廟が多いのは比較的最近の現象であり,そ れは,こ うした人 口や交通などの社会

的密度だけでなく,外 部の信者に依存するところも大きいらしい。

 一 方,身 葦 な土地公 の小祠 も,普 通いた る所にあるように言われてい るが2)・ 地図

2)「 いたる所にある」 という表現は,今 や土地公信仰を記述する際の,い わば 「枕詞」のよう

 卿になっている。例えば呉濤瀬は,「除了一般戸商戸農民都有祭祀之外,村 落林野到処亦有小祠。

 俗語説:『 田頭田尾,,土 地公』… 〔呉 1984:65]」 と言っている(そ のほか増田福太郎[増 田

 1967:397],林 美容[林 1987:53]な どを参照)。 いずれにしても土地公の小祠が多いことは

 事実だが,そ の分布の精粗については,い ま少 し目を向けてもよいのではないだろうか。
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にプロットしてみると,平 地部を中心とした人家の多いところに偏っている。小祠の

形態も平地部に行 くほど派手になる。廟を中心 としない共祭会も地域結合の上か ら無

視できない。 こうした,五 湖を中心とした事例のうちに,廟 と生態的環境との関連や,

外部との関係,開 発との関係,客 家的特色を示すようなモデル化のための資料を得る

ことができよう。

0.2 客 家研 究 の意 味

 客家とは,漢 語方言の1グ ループで,王 朝交替(特 に宋末)の 混乱期に中原から漸

次南遷 した漢族の子孫で,先 住漢族から 「客」として扱われ,不 便な土地に定着せざ

るをえなかったという伝承,お よび独特の風俗習慣を持 っている。主な居住地は広東

省北部,福 建省南西部,江 西省南部で,"そ のほかあ地方にも山間地など相対的に地理

的条件に恵まれない所に分布 している。この商辺性は,開 拓時に漢族勢力の先頭に立

って,原 住民と直接接触する機会の多かったことを意味し,混 血を含め摂取,吸 収が

行なわれたことも少なくなかったと思われる。 しか し,彼 らは自分たちこそ中原の漢

族文化の正当な継承者であるという強烈な意識を持ち,こ れによってその結合を保つ

ことができた。ただし,本 論文(6.1「 五湖一帯の開発史概況」)で 指摘 したように,

本郷の大姓の中にも,原 住民と通婚関係があ り,原 住民の血筋を引いておりながら,

そのことが,子 孫のステータスに全 く影響を及ぼしていない例が見 られることは,興

味深い事実である。

 台湾の客家は,全 島人口の約15パ ーセントで,住 地は,平 野と山地の中間の丘陵地

帯が多 く,比 較的早 くから入植 した多数を占ある福建系漢族に対 し,強 い対抗意識を

持 ち続けてきた。苗栗縣は,台 湾中部と北部の中間にあり,そ の北の新竹,桃 園両縣

や,南 部の屏東縣と共に,客 家系住民の多い縣として知られている。特に,縣 城所在

地である都市部においても客家が多数を占め,客 家語が通用する唯一の縣であり,そ

の意味で,客 家最後の根拠地とも言えるが,多 数派を占めているせいか,客 家の優秀

性を常に強調 してやまない 「客家ナショナ リズム」は,比 較的希薄である。 したがっ

て,強 烈な客家意識が表面に出ることは比較的少ないが,客 家の伝統を守ることに強

い誇 りを持 っていることに変わ りはない。彼らが,客 家の特徴として強調するのは,

中国の伝統的な天地に対する信仰であり,客 観的に見て,福 建系など他の漢族グルー

プと実際異なっているか否かは別として,天 神 と土地神への崇拝が,主 観的自己意識

の重要な要素となっていることは事実である。
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0.3 五 湖 概 況

a)位 置

 五湖 は,苗 栗縣西湖郷東南部にあ る。西湖郷 は,海 抜200メ ー トル足 らずの低い丘

陵に囲まれ,海 岸 部か ら,4～5キ ロメー トル離れた ところを北上す る西湖渓に沿 っ

て,北 か ら(1)一湖,(2)二 湖,(3)三 湖,(4)四 湖,(5)五 湖 と5村 が連 らな り,南 方西岸台

地に,(6)六 哺,(7)七 哺 両村 が,東 岸丘陵地帯 に(8)八坑,(9)九 坑 の2村 落が位置 してい

る(図2)。 行 政的には,現 在西湖郷は上記9村 よ り構成 されて いるが,日 政期には,

(1)と(2),(6)と(7),(8)と(9)が,そ れぞれ1大 字 と して扱われ,今 の西湖郷に相 当す る四

湖庄全部が6大 字よ り成 っていた。現在 で も,祭 りなどの際には,こ の大 字が1つ の

まとま りとな ることが多 い。 なお,五 湖 は,1村 落 当た りの人 口が多い とい う理由か

ら,戦 後一時,上 湖 と五湖 に分 村 された時期があ ったが,現 在 その痕跡 は上湖 とい う

地 名以外 ほとん ど残 っていない。

b)役 員

 現 在の行政村には村 長が,ま たその下部単位 と しての鄭(日 本の隣組に相当)に は

郵長 がい る。村長の仕事の うち,戸 籍税務 などの事務は村幹事 とい う郷公 所職員が担

当す るが,こ の役職 は,対 外折衝(人 類学者への応対 も含 む)そ の他大小の雑務を含

め,き わ めて激務 なので,事 務能力のあ る中年の者 が担 当する場合が多い。村長は,

長 と しての地位や能力か ら,一 目を置かれ るものあ,験 力 な リーダ ーシ ップは この役

職 自体に はな く,ま た村 の弁公所 も存在 しない。

図2西 湖 郷 の 地 形
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 郷民代表は民意代表であり,村 長のような雑務はない。なかには,や り手の若者 も

いるが,比 較的年長者が多い。各村か ら1,2名 の郷民代表が選出されている。五湖

は人口規模から見て,2名 選出できるはずだが,割 り振りがまとまらず,現 在1名 し

か出ていない。選挙には,か なりの資金が必要である。村長,郷 民代表とも,し ば し

ば仲介者,調 停者としての役割を頼まれる。派出所で も,軽 微な事件は,ま ず当事者

間の話合いで解決を図るように勧めることが多い。 しかしなが ら,戦 後の民主化,産

業社会化,教 育の普及などによって,か つての郷紳や族長の持っていたような権威や

権限は,郷 民代表にもほとんど認められない。富と権力を持ち,地 方レベルでその影

響力をさらに発揮することを望む者は,郷 長,縣 議員といった,一 段上のクラスを目

指 したり,廟 の運営に関与したりする。

 鄭長は,も っぱ ら行政末端の補助的な事務連絡および,天 神会経費の徴収(た だし,

これは鄭長本来の職務ではなく,便 宜的なものである)な どを行なう。以前は,読 み

書 きのできる若い者の役目だったが,過 疎化の進んだ現在は,ほ とんど退職した老人

が引き受けている。鄭長職は,と きたま縣政府(県 庁)で 開催 される鄭長会議や縣長

改選の際に,旅 行ない しは記念品の受贈など,多 少の特典,な いしは便宜供与がある

程度で,経 済的には引き合わないと言われている。

c)地 形

 初めに指摘 した本郷の地理的特徴は,実 は,客 家を考え るときの問題点の1つ であ

る客家と丘陵地帯 との結び付き,特 に福建系住民との居住分布関係にも関連して くる。

海岸部に福建系,丘 陵部に客家という分布の傾向性は,台 湾全島において,西 部沿海

平原対内陸山脚地帯 という形を取っており,さ らに苗栗縣内部においても,沿 海郷鎮

と内陸郷鎮で対照的な人 口比率を示 している。前者 内部でも,奥 地の丘陵地帯は,客

家居住地として内陸部に続いている(図3)。 本郷において も,西 湖渓の海口部に近

い(1),② は,比 較的福建系住民が本郷の中では多 く,(3)は ほとんどが客家であり,(4),

(5),(6),(7)は,す べて客家で占められている。(1),(2)の福建化の傾向は,特 に最近に

おいて著しく,(1),(2)で は,日 常会話は福建語である。なお山手の(8),(9)は,入 植当

時,福 建系の入植者が0部 あり,そ の子孫が今 日にいたるまで福建語を話 している。

ただ し,そ の数はきわめて少なく,習 俗面では,す でに多 くの部分が客家化 している。

(この問題については本文第7章 参照。)

d)商 業

 郷内に定期市はない。かつて魚介類などは海辺か らの行商に依存 していたが,今 日

ではライ トバンで野菜,肉,ニ ワ トリ,衣 類などを売りに くる。市街 らしいところと
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図3 苗栗縣における客家系および福建系佐民の分布 [末成 1986:274]

い って も,三 湖 と五湖のみであ り,そ こには肉屋,野 菜売 り,雑 貨店,薬 屋,床 屋,

オ ー トバ イ屋(昔 は,鍛 冶屋)な どの店が連 らな り,そ のほか派 出所,役 場,農 会事

務所,学 校等 があ る。1戸 あた りの人数の少ないのは,こ の ように市街化 しているた

めか と推測 される。

 水 田の割合 は,特 に(3)お よ び{1),(2),(6),(7)が 高 く,山 地 の多 い(5),(8),(9>は 低 く

なってい る。

e)集 落形態

 家屋 の配置は,交 通,土 地の形 状や親族的結合に応 じて,点 状,線 状,短 冊 状に展

開 してい る。点状の家 の配置 は,地 形 的に散村形態を余儀な くさせ る丘陵地帯 の山間

部 や,平 地で も田畑 に新 しく家を建てた所に見い だされ る。線状配置は,や は り地形

上の制約の ほか,道 路 沿い,あ るいは短冊状集落形成の 中間過程 と して も現われ る。

この,線 を構成す る家屋 が奥行 きを増 し,コ の字型の屋敷の連続 とな った もの は,帯

状集落 と称す ることがで きよう。短冊状集落 は,最 初は1軒 の点状 の家屋であ って も,

人 口増加 と共に,そ の周辺に線状あ るいは コの字型に建て増 し,伏 房 と称 され る屋敷
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へと発展 した結果,形 成 されたものである。

 リニージのまとま りは,規 模は小さいものの比較的強固で,そ のことは条件さえ許

せば,一 族ごとの帯状ないし短冊型集落の形成が見 られることなどに現われている。

ただし,そ の規模は,例 えば,完 全な意味での宗祠が,本 郷では本村に1つ だけしか

ないことからも推量できるように,本 土はもとより,中 部台湾(例 えば社頭)の 福建

系漢族の大 リニージ村落群に匹敵するほど大きいものではない3)。

1.西 湖 郷 の 廟 宇

 ここでは郷内(お よび五湖と関係の深い隣接諸郷をも含む)に 所在 し,か つ廟宇と

認定 しうる可能性のあるものすべてを列挙する(図4,表1)。 廟宇と小祠の区別の

基準は,規 模の大小にもよるが,よ り本質的には,管 理者が敷地内に居住 しているか

否かによる。もう1つ,個 人で祀 つている神壇との区別が問題になるが,こ こでは本

文での考察のため,多 少の公的性格を持っていれば,私 的とも解されるものも含めた。

 廟名の前に付 した番号は調査巷号で,所 在村落(2桁 は村外)を 表わす。廟名は,

中文,英 文共に仮名である。廟名頭初の漢数字も村落を表わす。

表1 西湖郷の廟宇 と創建年代

④  2, 二 華 堂

②  3a. 三 帝 宮

③  3b. 三 嬬 宮

④  3c. 三 蓮 堂

⑤  4. 四 文 宮

⑥  5a. 五 龍 宮

⑦  5b. 五 虎 宮

⑧  5c. 五 獅 宮

⑨  5d. 五 王 宮

⑩  5e. 五 仏 堂

⑪  7a. 七 龍 寺

⑫  7b. 七 元 堂

⑬  8. 八 福 宮

⑭  9a. 九 顕 堂

⑮  9b. 九 化 堂

⑯  9c. 九 玉 堂

⑰ 10a. 十 雲 宮

⑱ 10b. 十 徳 宮

⑲ 10c. 十 善 堂
一

DOUBLE FLOWER temple

LORD temple

MATSU temple

THREE LOTUS temple

SAGE temple

DRAGON temple

TIGER temple

LION temple

FIVE BIRDS temple

FIVE VIRTUES temple

MERCY temple

SEVEN FAITH  temple

BLISS temple

NINE HONEST temple

NINE PRINCES temple

NINE HEAVENS temple

PURPLE temple

TEN VIRTUES temple

TEN WINGS temple

1902

1862-1874胴 治 年 間]

1872

1970

1840[道 光20]年

1900

1974[民 国63]年

1968[民 国57]年

1974[民 国63]年

1977[民 国66]年

1915[民 国4]年

1977[民 国66]年

1912

1956

?

1985[民 国74]年

1762[乾 隆27]年

・1915[民 国4]年

1915[民 国4]年

3)例 え ば[末 成 1977,1978]を 参 照 。 戸 口等 は[Suenari l985]を 参 照。
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図4 西湖郷の廟宇分布図

 廟の由来については,以 下で図4お よび表1に 基づいて,各 廟 ごとに主神,副 神,

位置,創 建,社 会服務などの諸項目について記述 し,さ らに必要に応 じて特記事項を

コメント(*印 で示す)の 形で付記することにする。なお,こ こで扱う資料 は,陳 運
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棟が採集 したものを もとに,筆 者自身現地でチェックしたものである4)。

 ちなみに,社 会服務の項目は,廟 関係者が廟の活動の社会的側面をどのように考え

ているかを端的に示 しており興味深い。

① 「2. 二華堂」 (二湖村)

 主神:孔 子,関 公,文 昌帝君,孚 佑帝君,魁 斗帝君,司 命真君,三 官大帝,五 谷大

    帝

 副神:観 音仏祖,嬬 祖,福 徳正神 ・羅氏十六世祖○○堂下考批之神位

 建物:南 向き,鉄 筋コンクリー ト,2階 建て

 創建:1902年(羅 新蘭が驚堂を創設)

 重改:1974年

  *) 熱心な観音信者であった羅新蘭(16世)が 創設 した。現在も,羅 家公臆の

    傍らに所在 し,孔 子をはじめとする諸聖人および欧陽脩と三官大帝,関 公,

    五穀大帝などの諸神の名前を書いた神牌を中央に,向 かって右手に観音,左

    手に羅家祖先の位牌を祀るなど,「 私」的性格 も強 く持っている。 しか し,

    祭典には族外者も関与する。毎年6月 の欧陽脩の誕生日に信徒が,ブ タ,ヤ

    ギを供えて祀る。この費用は,基 金(新 蘭の子孫が拠出)か らの収入を当て,

    不足分は信徒(一 湖,二 湖,三 湖,八 ・九坑)か ら徴収する。儀礼は八福宮

    の信徒が担当し,供 え物は,新 蘭の4子 の子孫から構成される4大 房が輪番

    で用意する。

② 「3a.三 帝宮」 (三湖村)

 主神:玄 天上帝(上 帝公)

 副神:太 陽公,太 陰君,福 徳正神

 建物:南 向き,鉄 筋コンクリー ト,燕 尾彫龍彫鳳

 由来:当 初,三 湖では火事が多かった。 ある時,上 帝公が夢に現われ,「 必ず公を

    迎えて奉祀するように,そ うすれば社稜を護るであろう」とのお告げがあっ

    て,建 立した。爾来百余年,こ の地で火事は絶えてない。名称は,東 三湖の

    三龍が,翼 を広げて飛ぶ形にちなむ。

 創建:1862年 ～1874年(同 治年間)

 社会服務:香 油銭,廟 宇維持費に当て,剰 余は社会福利に拠出する。

  *) 街の中にあり,敷 地が狭 く拡張の余地なし。現在,か つての賑わいはない

4)た だ し,⑨ 「5d.五 王 宮 」,⑩ 「5�.五仏 堂 」,⑫ 「7b.七 元 堂」,⑭ 「9a.九 顕 堂」,⑮ 「9b.

九化 堂 」,⑯ 「9c・九 玉 堂 」 の6廟 に つ いて は記 載 がな く,も っぱ ら現 地 資 料 に依 拠 して い る 。
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    ものの,収 冬などの祭りにおいて 「3b.三嬌宮」と共に招待されるなど,三

    湖の中心的な廟として取り扱われていることに変わりはない。

③ 「3b.三 嬬宮」(三 湖)

 主神:嬬 祖

 副神:長 生太帝,署 聖先師,財 吊星君,楊 公先師、地理先師(曽公先師,彦 公先師)

 建物:南 向き,鉄 筋 コンクリー ト,燕 尾彫龍彫鳳

 創建:110年 前に本郷紳士の林文字,李 曲郎の両名が北港に行き分香。

 社会服務:近 隣…居民が廟の庭で籾干 しを行ない,祭 りの時の演劇を奉納する。

  *) ここでは,次 のような三湖の嬬祖像の通宵への漂着諌が伝承されている。

    すなわち,「三蠣宮を改造した時,嬬 祖像が小さいので大 きいのに替えたが,

    元の像を捨てるわけにもいかず,海 に流したところ,通 宵の1漁 師の夢枕に

    溺れかけた嬬祖が現われ,翌 朝出漁する息子に気を付けるように告げた。次

    の日,息 子が半信半疑で海に出てみると,は たして蠣祖像が漂流 しているの

    に出会 って,持 ち帰 ったところ,そ れからというものは豊漁続 きで,そ の漁

    師は金持ちになった。他の漁師たちも事の経緯を聞き知るに及んで,そ れか

    らは皆で一緒に拝むようになった。今日その嬬祖像は,監 視所に行 く途中の

    小 さな廟に祀 られている。」

     本廟は五湖街の北端にあるため,拡 張の余地がある。建物 も新 しく,三 帝

    宮に比べて香火が盛んなことは,外 見からも察せ られる。ただし,収 冬など

    では,三 湖の主神として三帝宮と同等に扱われている。

④ 「3c.三 連堂」(三 湖)

 主神:観 世音菩薩

 副神:梁 氏歴代高曽祖考批之神位

 建物:東 向き,瓦 葺き,平 屋

 創建:主 事人多年世人を教化,本 堂を創建したほか,苑 裡,頭 扮に も堂宇あり。

 社会服務:托 鉢救済

  *) 主事人が留守の際は門を閉ざす。個人の位牌を正面の壇で祀るなど,私 的

    性格が濃厚である。

⑤ 「4四 王宮」(四 湖村山仔頂)

 主神:大 成至聖先師

 副神:孚 佑帝君(呂 洞賓),関 公,司 命真君,嬬 祖

 建物:東 南向き,鉄 筋 コンクリー ト,宮 殿式三合院単層式
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由来:新 竹 関西飛鳳 山より分火

創建:1840[道 光20]年(も と劉家の書堂 「雲 梯書院」。1832[民 前83】 年,私 塾奉

   祀 。1900年,書 院を文廟に改めた。)

修 建:1976「 民 国65]年 ～1984[民 国73]年

社 会服務:民 衆 活動集会場所

 *) 現在,劉 家の書堂 と しての名残 りは ほとん ど見 られず,村 の廟 としての性

   格 を 強めてい る。

⑥ 「5a.五 龍宮」(五 湖村)

 主神:関 聖帝君

 副神:五 穀大帝,関 平,観 音,開 台聖王,釈 迦,福 徳,神 農?,嬬 祖,孔 子,斉 天

    大王,浮 佑帝君

 建物:西 向き,鉄 筋 コンクリー ト,燕 尾彫梁

 創建:1900年(別 に1882[光 緒8]年,あ るいは1880年 という記載 もあるが,こ れ

    らは後述のように実際よりも早すぎると考えられる。)

 修建:1941[民 国30]年,1969[民 国58]年,1981[民 国70]年

 由来:竹 東の飛鳳宮から,五 虎宮の神牌と共に分火 した。直接,神 牌をもらってき

    たのか,あ るいは五湖村側であ らか じめ神牌を用意 しておいて,線 香と令旗

    だけを もらってきたのかは不明である。 この廟は,1875[光 緒初]年 頃の創

    建といわれる。したがって五龍宮の創建 もそれ以前ではありえず,ま た暫 く

    民家に奉祀していたというのが事実とすれば,1882[光 緒8]年 創建とい う

    記述は,廟 の創建に要する年数などを考え合わせると無理があり,1890年 説

    のほうが妥当であるようだ。なお,こ の竹東の飛鳳宮は,三 恩主のほかは観

    音と城陛神を陪祀するのみで,他 の廟からの分火ではな く,楊 福来 という者

    に降驚中,伯 公を通 じてお告げがあり,直 接降神 したのが霊験あらたかで,

    信徒を集め,4年 後にお宮が建ったといわれている。この飛鳳宮からの分火

    は50カ所ほどあり,特 に南部の苗栗方面とのつながりが深い。 しかし,各 地

    に廟が建てられたため,参 拝客は少なくなったという。飛鳳宮の財産は,山

    60甲歩,地 租600石 といわれている。

 社会服務:学 校,お よび地方建設に寄付。長寿倶楽部室を設ける。

  *) [i]地 理風水 かつては〈下〉の徐家の所有地であった。ある夜,子 供が干

    した籾の番を していると,ド ラの音が聞こえたので,「 獅子舞の音がする」

    と父親に告げた。父親は 「この子は夢で も見ているのではないか」と思った
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が,念 のためにその場に行ってみると,確 かに ドラの音が聞こえた。これを

瑞兆と考えた徐家の人々は,そ こに一族の正庁を建てることにした。そこで,

地理師が3度 ほど現場に赴いて方位を調べたところ,ど うしても羅針盤が思

う方向を指 さなかった。そこで,神 童(童 占L)を 呼んで神意を質したところ,

「ここは,個 人の正庁としては霊威が強すぎる。むしろ廟宇を建てるべき土

地である」との告知を得た。その結果,徐 家では5歩 の土地を 「徐賛成」の

名義で廟地に寄付 した。

 「ii]書房 本廟は,日 政期以前には書房(村 塾)で あって,授 業料(第1

年 目は白米3斗 〔約20キ ログラム〕,第2年 目は2斗 〔約13キ ログラム〕)を 徴

収していた。学生の募集や註冊(入 学手続 き)な どの庶務は,地 域の有力者

が担当し,そ の報酬として学生1人 当たり,米1升 を受け取っていた。教師

は,年 輩の経験者が任用され,な かには80歳 を超えた人物もいたといわれ

る。日政期には官憲をはばかって,秘 かに運営されていた。とりわけ皇民化

運動5》が激化 した時期には,仏 像以外の神像は取り下げて しまい,名 称 も一

時 「雲龍寺」に改めたといわれる。 光復後,旧 に復 し,1951[民 国40]年 頃

まで続いた。

 [iii]文武会 かつて 「文」の創頷と 「武」の関公を祀るたあに組織されて

いた。運営母胎は,現 在すでに解散 しており,単 に毎年3月28日 と6月24日

に廟で行事を行なうだけになっている。その際,供 えたブタ肉は希望者に分

売される。管理に当たる経理人が,8名 つつ聖答で選出さμるが,も とは世

襲であったといわれる。

 [iv]定 期諦経 毎月,期 宵(初3日 ・13日・23日),旺 杳(14日),朔 宵

(29日 もしくは30日)の 際に,定 期調経が行なわれ,40名 余りの信徒が詰め

かけ,問 神,拝 礼,点 心(粥 などのおやつ)な どの行事に参加する。

 [v]役 員  「廟祝」と呼ばれる役員が事務所に常駐していて,信 者の参拝

・問神の依頼を随時受け付けている。そのほか廟祝は,夜 分小さな行事の際

にも熱心な信者 と共に事務所に詰めている。これらの役員は,七 哺の対岸の

徐家を含めて,ほ ぽ全村から出ている。

 [vi]祭 場 現在,本 廟は天神会および嬬祖の祭りを行なう場 をも提供し

5)か つて日本の植民地であった台湾 や朝鮮辛島などで,「 一視同仁」のスロ0ガ ンのもとに,

現地の人々も 「皇民」として内地の国民と同様に扱おうという運動。実際には,各 民族固有の

文化や習俗を廃棄させ,強 制的に日本文化に同化せしめる政策が採 られたため,い たる所で摩

擦を引き起こし,む しろ日本に対する反感を助長する場合が多か った。
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    ている。特に天神会は,祈 福,完 福,圓 堂といった,こ の廟本来の行事と共

    に行なわれ,あ たかも廟自体の行事の観を呈している。また嬌祖の祭りの際

    にも,嬬 祖像が副神として安置されている本廟から出発する。さらに後述の

    ように,1年 おきに回って くる五湖の当番のときには,祭 場を提供するよう

    になった。

     [vii]竹東からの定期的参拝者 あるとき,竹 東の廟(王 爺廟 らしい)で,

    神童を通 じて五湖の神が現われ,「 竹東に遊びに来た」という。 それが契機

    となって,竹 東の信徒が しばしば五湖の五龍宮を拝みに来るようになった。

    そのうちに五龍宮の祭神が霊験あ らたかなことが顕 らかになったので,竹 東

    への分火を願い出たところ,神 許がおりた。そこで竹東で神牌を作り,そ れ

    を五湖に持 ってきて祈疇を行なった上で分香した。約40年 前の,戦 後間もな

    い頃のことである。

     [viii]五龍宮慶成の酷 本文78-80頁 参照。

     [ix}台 中慶安宮巡狩 巡狩の際,五 湖 では上湾の伯公前と五龍宮の2カ

    所に立ち寄る。 以前は,上 湾 が特に人口が多い屋敷だったので,「伏房前」

    と言っていた。頼家の新家屋で祀つている王爺前としてではなく,上 湾の伯

    公前として5年 ほど前から来臨するようになった。ただし,そ こでは輿を停

    めて単に読経だけを行なう。その際,近 辺の人々が拝みに来て,献 金すると

    領収書を発給する。 しか し三牡,五 牲を供える人は少ない。参拝に来 る人 々

    は,ほ ぽ決まった顔ぶれだが,し かし,だ からといって北港に足繁 く通う人

     々とは限らない。

     [刈 参拝者の変化 往昔は廟が少なく,本 廟と烏眉の十雲宮の2カ 所だけ

    であった。そのため五湖の人 々は皆,本 廟を拝んでいた。近時,新 廟が創建

     されるに及んで,例 えば茅子哺の人々は五虎宮へ,ま た五湖坑の人々は五獅

    宮へ,拝 みに行 く者が多 くなった。

      [xi]基 本財産 本廟には,も と1甲3歩 の土地 が基本財産としてあった

     が,日 政期の皇民化運動の当時,強 制的に売却させ られた。現在6歩 の土地

     を所有するほか,さ らに隣接水田3歩 を駐車用広場として買い足 した。

      [xii]全体的位置づけ 本廟は,歴 史的に最も古いばかりでなく,村 を代

     表するに足る最も形の整 った信徒組織を持 ち,祭 祀域の1つ の単位の中核と

     なっている。 したがって,公 的性格が濃厚で,地 元の支持も強い。その意味

     で本廟は,五 湖では 「村廟」と言うに最もふさわ しい廟である。規模の点で
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    も最大とは言えないにしでも,他 の2つ と比肩する規模を持っている。その

    上,民 家から完全に独立した総合的機能を持っており,賭 博の願い事などは

    寄せ付けないといった,ま さに正義を具現 している廟と言える。

⑦ 「5b.五 虎宮」(五 湖村)

 主神:関 聖帝君

 副神:観 音,螂 旺,五 穀大帝,孫 署直人,至 聖元帥,孫 仙,八 卦祖師,玄 天上帝,

    開台聖王,楊 台祖師,南 極仙翁,九 天玄女,太 上老君

 建物:東 南向き,鉄 筋コンクリート,2階 建て,燕 尾屋根,龍 鳳彫刻

 由来:五 龍宮の場合(前 記⑥ 「5a.五龍宮」参照)と 同様に,竹 東か ら神牌を持っ

    てきた。この神牌はもと六 ・七哺にあったので,本 来は七龍寺に収めるべき

    ものである。 しかし七龍寺は,劉 日火という人物が1入 の力で建てたので,

    六 ・七哺の人々は廟の運営にはあまり関与しなかった。神童の役割 も劉日火

    が自ら勤め,他 からの応援をあまり頼まなかった。彼の息子は,今 なお銅鍵

    の中心=哺に居を構え,田 を所有している。神牌の収められた旧屋は劉宴坤の

    隣地にあり, 「飛鶯会」という信徒組織があったが,日 政期には宗教活動が

    禁止され,非 公然の形で運営 されていた。会の中心は,六 哺に住む3名 の邸

    姓の人々であった。以上の経緯か ら,こ の廟は本来,六 ・七哺に建てられて

    然るべきであ った。 しか し,地 理師が六 ・七哺の土地柄が良 くないと言った

    ため,見 送 られた。1972年 に,も と六塘に住んでいた李仁嚢 ・李森雄父子が

    現在の廟地を寄付 した。ただし李父子は新廟が六哺か ら遠隔なので,廟 のす

    ぐ隣…地に移って来た。また劉宴坤が駐車場と道路用地を寄付した。

創建:1974[民 国63]年6)

改建:1981[民 国70]年(1984[民 国73]年 に落慶祝賀会が催された。)

社会服務:鷺 堂を設立し,人 に善行を勧 め,心 理上の困惑を取り除く。

  *) [i]改 建事業の収支 建築費の総額は,1,100な いし1,200万 元であった。

    当初,3万 元 しか手元に無く,広 く信者に寄進を募 ったところ,二 百数十万

   元ほどの拠出があったので,改 建工事に着手 した。その後も幾度か募金を重

   ねて,よ うやく完成 した。ちなみに落慶祝賀会の楽掲表(寄 進者名簿)に は,

   後出⑰ 「10a。十雲宮Jの 名も記載されている。

    [ii]落慶祝賀行事の費用 本廟の改建落慶祝賀行事に関する収支は,270

   万元の収入に対 して140万元の支出であった。

6)興 建委員会〔編〕『台湾聖地の旅』 (漢皇出版社 1984年,294頁)に よる。
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     [iii]中元祭の収支 本年(1985年)行 なわれた中元の祭りの収支は,25

    万元の収入に対して,支 出は7万 元であ った。

     [iv]読 経者 大きな儀礼の際には,本 廟の ほかに⑥ 「5a.五 龍 宮」と⑧

    「5c.五獅宮」の2廟 か らの応援を得て,読 経を行なう。

     [v]台 北からの進香団 毎年台北から,1500名 余りの進香団が,バ ズ35台

    を仕立ててやって来る。彼らが遠路はるばるやって来るのは,観 光とか飲食
                   な

    のためではなく,か つて本廟に願い事を懸けたところ,聞 き届けられたとい

    う機縁に由来する。この廟の周辺には飲食店がないから,進 香団一行の食事

    は,廟 で用意する。といっても1卓(10人)当 たり780元 の安い料理である

    が,一 行はそれを承知の上でやって来る。その接待には,本 郷の人 々だけで

    なく,例 えば,苗 栗市の弓焦湾から応援にやって来る11名 もサービスに当た

    る。 この11名 も,か つて本廟に懸けた願い事が叶ったという因縁があるらし

    い。また三義郷の呉某氏 も手伝いに来 る。その背景には,や はり次のような

    故事が存在する。すなわち,「3年 ほど前のある日,三 義郷の1少 女が,台

    風のさなか冬瓜を収穫しようとして河に落ち,激 流に呑まれてしま った。地

    元の人 々が必死に捜索したが,見 つか らなかった。そこで本廟の祭神に伺い

    を立てたところ,永 楽橋から下流に向かって,川 端の土地公までの間を探せ,

    とのお告げがあった。そこで五湖の人々が大勢出て探したところ,そ こから

    300メ ー トルほど離れた砂地に,溺 死 した少女の手が出ているのが見つかっ

    て遺体を収容した。それ以後,毎 回手伝いに来るようになった。」

     いずれに しても本廟は,そ の位置が五湖村の北端に偏っていることか ら,

    五湖村のほかに,そ の付近および六 ・七哺の住民の一部も含めた,外 部の信

    者の信仰を集めることによって成 り立っていると言うことができる。

⑧ 「5c.五 獅宮」(五 湖村)

 主神:関 聖帝君(⑲ 「10c.十善堂」より遷祀)

 副神:王 天君,観 音,嬬 祖,城 陛,神 農,周 倉,五 府十蔵,ロ那旺,地 蔵王

 創建:1968[民 国57]年

 改建:1972[民 国61]年,1981年[民 国70]年

 建物:東 向き,鉄 筋コンクリー ト,燕 尾,彫 龍彫鳳

 社会服務:五 湖小学校教壇,運 動会,道 路,救 済

 由来:1968年 春,関 聖帝君のお告げにより⑲ 「10c.十善堂」から民家に奉迎 し,祭

    祀を行なっていたが,信 者が増えたので新たに聖廟を建立した。ただし当廟
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    のパンフレットには,こ の経緯については全 く触れ られでいない。 しか し創

    建時の経緯は,本 論文の課題と深 く関わっているので,2人 のインフォーマ

    ントか ら得た,次 のような説明を付記 しておく。すなわち第1の インフォー

    マントPに よれば,「 弓焦湾の十善堂で,神 童を勤める人材がいなかったの

    で,QがQKの パ トロンになって,一 人前の神童に してやった。 しかし十

    善堂は,遠 隔の不便な場所にあるため,参 拝客 もあまり多 くないので,自 宅
                  わ

    で祀っているうちに,神 体そのもの も遷祀したのが,本 廟(つ まり五獅宮)

    の始まりである。神童となったQKは,当 時山田30枚 そこそこを小作する

    貧乏人で,道 で出会っても両手を合わせて拝んだり,ワ ーワー喚めいていた。

    本廟が今日のような立派なお宮になったのは,QYとRKの2人 の尽力に

    依る。ちなみに土地自体は,QKの 父の時代か らQ家 で耕 しているのでQK

    の所有と言えるが,廟 は公けのものというべきである。」

     いま1人 のインフォーマントR(学 校教師)の 説明は,以 下のとおりであ

    る。すなわち 「同僚教師のJUの 父親が病気になり,治 療のために弓焦湾の

    十善堂に,月 に2,3度 ほど通 っていたが,往 復が難儀なので,本 村にある

    前出の十善堂の神童QKの 自宅で治療を施して もらうようになったのが,五

    獅宮の始まりである。 その際,神 体も十善堂から遷祀 した。2,3年 後,狭

    盗な三間屋の住居の前に簡素な拝庭を造 った。QKは,か つて炭焼 きで生計

    を立てていたが,い つもワーワーとわけの分か らぬことを言 つていた。自分

    (R)が 廟の仕事を手伝うようになったのは,QKが 国民学校の先輩であり,

    また兵役も,岡 山で一緒に務めた間柄であったからである。 しかし廟の経営

    は,新 築前にすでに軌道に乗るようになったので,自 分は本職(教 師)の ほ

    うが忙 しいからということで,参 拝の時だけ行 くことにした。その後,同 僚

    のJUが 手伝 っていたが,2,3年 でやめて しまった。J

  *) 本廟は,そ の規模と信者の数に比較 して,私 的性格を顕著に帯びている例

    である(詳 しくは,本 文77頁 を参照)。

⑨ 「5d.五 王堂」 (五湖村)

 主神:朱 府王爺

 副神:関 公,蠣 祖

 創建:1974[民 国63]年

 建物:南 向き,噂 造平屋

 由来:か つて,こ の敷地の地主で信心深い人物が祀つていたが,後 を継ぐ者がいな
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    かった。現在の住人は,た またま他に住居がないために住み込んでいるだけ

    で,べ つに神像を祀っているわけではない。 このように,と かく後の始末が

    面倒になるから,や たらと神像を造 らぬほうがよいと批評する人 もいる。

     かつてYKの 夫の父親が,現 在廟が所在する場所で,仙 草やバナナ,菓 子

    類を商う店を営み,神 像を祀 っていた。ところが1940年 頃,店 が小火で焼失

    したため,裏 の方に家を建てて移 り住み,焼 け残った廃屋はそのままに して

    おいた。その後1947,8年 頃,YKの 夫の母親が亡 くなったが,そ れか ら10

    年近 くの間,引 き続き家の中で神を祀 っていた。0方,QYの 父親が兄弟分

    財の後,住 む場所がなかったので,か の廃屋の敷地内に家を建てて住んだ。

    ところがQYら は, YKが 家に祀っていた神像をあまり拝まず,埃 を被っ

    たままでいるのを知り,神 像を自分たちの家(も との廃屋)に 移 した。彼ら

    が遷祀した動機には,こ のほかにも, (イ)地 主のいない土地なので,神 様

    に来て守ってもらおうとしたこと,(ロ)現 状では神様があまりにも気の毒

    であること, (ハ)祭 神の数が多いので,こ の際,き っちりとした廟に した

    いと考えたこと,な どが指摘される。

     いずれにしても,こ の敷地から漢薬店の上までの一帯は,跡 継ぎ(地 主)

    が死に絶えたり,疾 病が多発 したりして,と か く災厄の多い土地柄と見 なさ

    れている。住民たちは,鬼 が平和と安寧を妨げているに違いないと考えてい

    る。そこでQYは,向 かいの官有地にコンクリー ト造 りの家を建てて転居 し

    たが,そ れでもなお彼の娘は病魔に冒され,4～5年 のうちに亡くなった。

    またQYの 父親は,落 雷に打たれて死亡 している。 人 々は,そ こに住むと

    禄な事が起こらないと考えている。ちなみに,現 在,廟 の世話しているのは,

    QY, JK,お よびQMの 息子の3名 である。

  ・) 本廟については,ま だ個人的な廟であって,本 来の廟とは言えぬとする意

    見も多い。

⑩ 「5e.五 仏堂」(五 湖)

 主神:観 世音菩薩

 副神:三 恩主,至 太子,天 上聖母,陳 靖姑,王 天君

 創建:1977[民 国66]年(苗 栗)

 移転:1979[民 国68]年

 建物:東 向き,噂 造平屋

  ・)  [i]廟 の管理 個人の廟なので合議制の委員会は無く,管 理主任は廟主が
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    任命する。その際,聖 筈を用いての神託によるのが普通である。縣政府(県

    庁)の 課長を している現主任Cは,次 のように述べている。「自分が管理主

    任になったのは,神 様か ら 「Cを 呼んで,主 任にせよ』 との指示があったか

    らである。、この廟を参詣するようになったのは,6年 前に妻が友人か ら拝む

    ように誘われてからのことである。その時,自 分は神を拝んで,あ る頼み事

    を した。すると神がお告げで,あ る事を要求 した。その要求どおりに したと

    ころ,神 は自分の願い事を実現 して くれたので,自 分は一段と信心を深めた。

    ことに,「公務員は,い くら仕事を真面目に良 く果たして も,他 人から悪 く

    言われることがあるか ら,神 様に保護してもらったほうがよい』と言われた

    ので,い っそう身を入れて関係するようになった。それ以後,仕 事も順調に

    行 くので,市 外ではあるが熱心に通って来ている。参拝者は,毎 日10～20名

    ぐらいある。 しか し神意が本当かどうかを試 しに来るような人は,神 様が受

    け付けない。本気になって一生懸命に信心する人には,神 様が良 くして くれ

    る。こうして本当に霊験があらたかだと,そ の評判はいち速 く伝わ り,信 者

    はますます増える。」

     [ii1例祭 本廟は個人の私廟なので,祭 りは少ない。すなわ ち,2月19日

    (観音,祈 福,穰 燈,謝 天),5月28日(張 天師),6月19日(観 音),7月29

    日(鬼,廟 前),9月19日(観 音),11月6日(完 福)の 諸例祭がそれである。

    ちなみに圓堂の祭りは,本 廟が公的な廟ではないので行なわれない。一般的

   'に言って,各 廟でいろいろの祭 りを催すのは,香 油代を集めるのが主な目的

    だから,本 廟のように,ご く少数の信徒が支える私的性格の強い廟では,へ

    たをすると参拝者が少なくて赤字になる。

⑪ 「7a.七 龍寺」(七 哺村)       』

 主神:観 音仏祖

 副神:三 愚主,天 上聖母,五 穀大帝,三 官大帝

 建物:東 北向き,鉄 筋コンクリー ト平屋

 創建:1915[民 国4]年

  *) 本廟は七埴村の南端に位置 し,当 初,前 出の劉日火が個人で建てたが,次

    第に七哺の村の廟としての信用を得,現 在では六 ・七哺の天神会も当廟で行

    なわれるなど,村 廟としての公的性格を帯びはじめている。

⑫ 「7b,七 元堂」(七 哺村大窩)

 主神:太 上老君
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 副神:趙 五路財神老爺,天 上聖母,註 生娘 々

 建物:南 向き,傅 造平屋。

 創建:1977[民 国66]年

  *) 本廟はバス道路わきにあ り,も っぱら外部の信者を集めている。なお,住

    職にとか くの風評があ り,近 辺の者は参拝 しない。

⑬ 「&八 福宮」(八 坑村)

 主神:大 成至聖先師(孔 子)

 副神:関 帝爺(関 公),関 平,周 倉,観 音仏母,城 陛爺,福 徳正神,五 穀大帝

 建物:南 向き,噂 造,平 屋,燕 尾彫龍彫鳳

 由来:早 期に来台 した先人は,家 郷に帰るのが容易でないことを知っていた。そこ

    で信仰を持つことによって,懐 郷の念を癒 した。八坑村の彰阿貞が開創 し,

    孔子と関公のいわゆる 「文武2聖 」を祀っているb

  *) 現在でも,毎 年五献礼を行なっている。それを行なう人員を揃えるだけで

    も,こ のような田舎の廟としては,珍 しいことである。歴史も古く,八 ・九

    坑では,唯 一の大きい廟であるが,三 湖街に接した位置にあって,祭 日に参

    拝 しない遠隔地の住民も少なくなく,ま だ八 ・九坑の住民の村廟には,な り

    きっていない。

⑭ 「9a.九 顕堂」(九 坑村張屋)

 主神:張 天師

 副神:観 世音菩薩,三 恩主,太 子爺,陳 靖姑,王 天君,楊 公,長 生大帝

 建物:東 向き,噂 造平屋

 創建:26年 前新竹の某所で,三 恩主が神託により,当 地に廟を造ることを指示 し,

    場所としては陳家の住居を利用することになり,そ こに尊化堂(俗 称 ・徳盛

    堂)が 創建された。陳氏の叔姪が堂務を維持 している。

  ・) 本廟は規模は小さいが,前 出の① 「2.二 華堂」,④ 「3c.三連堂」,お よ

    び後出の⑮ 「9b.九化堂」に比べると,私 人の廟の段階から脱 していると言

    えよう。

⑮ 「9b.九 化堂」(九 坑村)   "

 主神:太 子爺(螂 旺,金 山,木 山)

 副神:陳 氏歴代始大高曽祖考批之神位

 建物:西 向き,薄 造平屋

  *) 民家の正臆に,神 像 と共に祖先の位牌を祀 っている。 しかし,0方 では,

39



                        国立民族学博物館硯究報告別冊  14号

    神童の活動(毎 月2日,12日,22日,お よび8日,18日,28日 のほか,さ ら

    に毎日曜日の午前9時 以降)や,太 子爺の契子組織 もあって,単 なる個人の

    祭壇と言いきれない側面 もある。

⑯ 「9c.九 玉堂」(九 坑村)

 主神:玉 皇上帝

 建物:西 向き,噂 造平屋

 創建:1985[民 国74]年

 由来:旧 八福宮の時代に,八 坑で天神炉を会員各戸の持ち回りで祀 っていた。その

    後,八 福宮が新 しい場所に移転したので,紙 に天神の名を書いて燃や し,祀

    るのをやめようとしたところ,陳 国祥という人物が自分の家で祀りたいとい

    った。そこで主だった人々が集まり,も し聖讐で5回 占って,そ のうち3回

    が聖筈ならば彼の申し出を許可することに決めた。そして聖筈を投げてみた

    ところ,5回 とも聖筈が出た。そこで紙のままでは後が面倒なので神像を造

    り,そ れを祀 るために九玉堂を建てた。ちなみに,神 像を安置する日取りを

    決める協議に出席するために,村 長,義 警,江 昌元 とその兄の4人 が五龍宮

    にやって来た。 (本文73-74頁 参照。)

  *) 成立の経過から見ても,公 共性を帯び,位 置も九坑の中にあるなど,九 坑

    の新 しい村廟の候補として注目される。

⑰ 「10a.十 雲宮」(鳥 眉里)

 主神:観 音菩薩(天 然の巌洞に像が自然に形成)

 副神:三 恩主

 建物:西 向き,木 造,南 向き,鉄 筋コンクリー ト(新 造)

 創建:1762[乾 隆27]年(五 湖,六 ・七捕,烏 眉3庄 の紳士の発起により創建)

 改建:1979[民 国68]年

 社会服務:通 脊 ・西湖交界地帯の景勝地にあり,そ の天然の石仏と共に,観 光,キ

    ャンプ場としての条件を備えている。

  串) 現在でも,五 高眉と3集 落合同の廟として運営されているが,特 に五湖か

    らは遠隔なため,実 際の参拝者は,き わめて僅少である。しかし,五 湖に廟

    が出来る以前には(当時は山越えで海岸へ出る道が使われていた),今 日とは

    違 ってかなりの賑わいを見せていたと,推 測される。

⑬ 「10b.十 徳宮」(銅 鍵郷竹森村)

 主神:五 穀大帝
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 副神:嬬 祖,三 恩主,三 官大帝

 建物:西 向き,鉄 筋コンクリート,平 屋,瑠 璃瓦

 創設:も と本尊は銅鍵の天后宮にあって,銅 鍵,福 興,朝 陽,竹 森,楠 樹,九 扮の

    6村 で祀っていたが,そ の場所が不便なので,頼 得鳳 邸海峯らが発起人と

    なって遷祀することになり,1913[民 国2ユ 年に,「九鴉落陽形」の現地で着

    工,1915[民 国4]年 に完成,安 龍謝土の儀式を行なった。

 改建:そ の後,堂 宇が傷んだので,1971[民 国60]年 に,鐘 欽秀,鐘 乾宗 らが発起

    人になり,改 建に着工,1972[民 国61]年 に完成 して,慶 神謝土の儀式を挙

    行 した。

 社会服霧:竹 森村託児所,冬 季に貧困者のために救済品寄付。

⑲ 「10c.十 善堂」(銅 鍵郷朝陽村)

 主神:三 恩主

 副神:観 音菩薩,関 平太子,周 大将軍,三 官大帝

 建物:東 向き,薄 造平房,瑠 璃瓦

 創建:1915[民 国4]年,弓 焦湾の謝長友の私宅に奉祀

 改建:1974[民 国63]年

 社会服務:現 在,香 火衰微 し,本 身さえ維持 しがたく,民 間に貢献するところ無 し。

  *) かつて本廟には3,40人 の奉仕人がいて,西 湖郷か らも10人ほど出ていた

    が,現 在は少な くなっている。また神童や書記 も五湖から来ていた時期があ

    ったのは,本 廟が五湖から地理的に近いという理由のほか,神 の霊験を求め

    たり,問 神に参詣する場合,一 般にあえて事情を知 らない他村の廟を選ぶと

    いう傾向もあずかっていたと思われる。ちなみに,男 は向かって右,女 は向

    かって左に座るように,今 日でも区別を守 っている。

2.廟 の 性 格

2.1廟 の性 格 に関す る諸要 素

 本郷だけでもさまざまなタイプの廟があるが,こ れらを特徴づける要素には次のよ

うなものがある。

a) 「村の廟」(十〉対 「その他の廟」(→

 「村廟」という概念を台湾漢族社会で用いるのは,二 重の意味で紛 らわ しい。第1

に,「 村」そのものが,日 本や韓国ほど実体を持つとは限 らないこと,第2に 村専属
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の廟という概念が日本の氏神や韓国の洞神ほど明確でないことである。

 「村専属の廟」について検討 してみると,五 湖では現在,⑥ 「5a.五龍宮」が,村

のお宮であるとい う点では,衆 目の一致するところであるが,こ れは,「村廟」とい

う定冠詞付 きの語感ではな く,数 ある廟の中で,最 も村人の信用を得ている廟 という

意味で,「 村のお宮」なのである。歴史的にも,村 に関するさまざまな行事が,本 廟

で行なわれるようになったのは,比 較的新 しい。村の信仰組織である天神会や,超 村

落的連合組織である嬌祖会は,も ともと本廟とは無関係に続けられてきた。また,現

在得ている評判や信用が将来にわたって変わらないという保証はない。もし現在の廟

の人気が下降し,別 の廟がより多 くの信者を集め,か つ,そ れが真面目な廟であると

いう評価が確立すれば,そ の廟に取って替わられる可能性も充分ありうることは,村

人たちも認めている。事実,そ のような例 として,三 湖の② 「3a.三帝宮」を挙げる

インフォーマントもいる。

 五湖村南部の九扮の張姓の人々は,自 村の⑥ 「5a.五龍宮」の天神会には,正 式の

会員としては加入 しておらず,郷 の境界を越えた徒歩20分 ほどの所にある銅鍵郷の⑬

「10b.十 徳宮」の天神会に加入 している。 ただし,代 表者を1人 出すだけで 「炉主」,

「福首」の役職には就いていない。その理由は,日 政期に現在の郷に相当する 「庄」

が設けられた時期までは,現 在のような行政区画はな く,距 離的に近い 「10b.十 徳

宮」に通っていたのが,そ の後,行 政的に異なるようになったため,従 来の積極的な

活動か ら一歩退いた形の参加の仕方に変わったものと推測される。 ちなみに 「10b.

十徳宮」へは,正 月には全員揃って参詣するものの,10月24日 の秋の祭日に参拝に行

くのは,約3分 の1だ けである。

b) 「公の廟」(+)対 「私の廟」(→

 「公の廟」とは,⑥ 「5a.五龍宮」を指すことが多いが,「公」と言っても,そ れは

必ずしも,日 本語の 「公け」の意味と合致するとは限 らず,い わば 「共同の」という

意味をもつ相対的概念である。つまり,こ の場合の 「公」,という概念を 「多勢の人々

が積極的に関わっている」という意味に受け取るならば,⑦ 「5b.五虎宮」などを指

して 「公の廟」ということも可能である。0方,こ うした 「公的」性格の 顕著 な⑥

「5a.五龍宮」や⑦ 「5b.五虎宮」に対 して,⑩ 「5e.五仏堂」は堂主を中心に運営

され,本 村の人 々の参加がきわめて少なく,そ の点 「私的」性格が濃厚と言える。 し

かも,⑩ 「5e.五仏堂」に比較 して,よ り多 くの人々が廟の活動に関わってい る⑨

「5(L五王堂」や,さ らに規模の大きな⑧ 「5c。五獅宮」でさえも,時 として 「個人

の私廟」と称されることがある。この場合の 「私」の意味は,字 義どおり 「個人が所
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有管理 している0と いうよりは,例 えば村あるいは集落のレベルで見た場合,廟 に関

わっている人々の構成が,一 部の地域や特定の親族集団に偏 っていて,一 般性が希薄

であることを指示するものである。

 木内裕子は,小 琉球島に分布する40前後の祠廟の分類を試みたが,そ の際,「公家」

すなわち 「公」の概念を分類上の1基 準としている[木 内 1988:88]。 だが,こ れ

もやはり相対的な意味を持っていることは,全 島民の信仰の対 象 と して2つ の 「公

家」の廟があり,さ らに各々の角頭の 「公家」の廟として土地公廟が存在するところ

にも現われている。 しかも,こ うした土地公廟は,必 ず しもそれぞれの角頭の地域的

統合の象徴とは言えないということである。このような点に,こ の地域の廟が日本に

おける 「公」の意味と異なった性格を持っていることが示されているように思われる。

 また,木 内が述べているような家内仏と廟の区別[木 内 1988:90]は,五 湖でも

一定の時点を取れば可能であるが,い ずれに しても,こ うした区別は相対的かつ流動

的である。五湖の廟の主神も,か つては家内仏であったものが少な くないが,ど の時
                                   1

期 までを家内仏 と見 なすか,そ してその判断の根 拠には一定 した ものがあるかどうか,

に ついては,村 人の間で も必ず しも見解が一致 しているわ けで はない。例えば上湾頼

家の王爺(表3「515.上 湖 呂府 王爺」参照)は,中 元に頼家一同(40世 帯 余 り)の 礼

拝を受 けてい る。 また頼家では,か つて嬬祖を祀 る会 を組織 していたが,そ の当時 は,

他 姓 も混 じって いた。 さ らに,⑥ 「5a.五 龍 宮」の関公 も,戦 時 中は九坑村 に疎 開 し

た し,⑦ 「5b.五 虎 宮」の関公 も六捕 の民家で奉祀 した後 に,現 在地に移 った。 そ し

て現在の廟 宇を建 立す る以前は,神 童の家で奉祀 し,そ こに参拝者が来ていた。 同様

に,⑧ 「5c.五 獅 宮」 も改建前は,現 在の神童の家で祀 っていた。 以上,一 連 の変遷

過程で,ど の状態 までを家内仏 と見 なすべ きかは一定 してい ない。すなわ ち,い ずれ

も参拝者が特定 の家族 に限定 されていないとい う点では,少 な くとも民家の大磨の横

も しくは神 明臆 に祀 って あるような,歴 然た る家内仏ではないと言い うるが,0方 で

は,⑨ 「5d.五 王 堂」を,い まだに個人 の家 内仏であ ると表現す る人 もいる。

 この場合,例 えばデグロ ッパ ー(D.R. Deglopper)や 余 光弘が 指摘 したよ うに,

「一般の入 々が自由に出入 り しうる」条件があ るか どうかが,公 廟 と私廟とを区別す

る最 も実際的な基準に挙 げ られよ う[DEGLOPPER 1974:46;余 1988:21。 しか し,

そ れですべてが明確に 区別 しうるわけではない。 なぜな らば,漢 族の正庁や神 明庁 自

体,一 見それが家 内的,族 内的な ものであって も,現 実に は必要に応 じて随時共 同の

場 と して管理 され るのが普通であ って,そ のために民家の中で最 も開放 された空間で

あ り,一 般 の外来者 を受容す るか否かは,紙 一重の差で しか ない ことも少 な くないか
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らである。例えば,七 捕の山奥に 「山大王」というニックネームで呼ばれている一軒

家がある。 ここの主は,.正 庁に⑨ 「5d.五王堂」や⑮ 「9b.九化堂」などの小廟に劣

らない数の神像を安置して祀 っている。 しかし人里離れた場所柄 と,大 きな犬を放 し

飼いに しているため,地 元の人 々はあえて参拝しようとはせず,純 粋に個人の神檀と

なっている。

 c) 「地元の廟」(+)対 「外部の信者に支えられる廟」(→

 概 して,廟 に近い住民が信徒,信 者になることが多いが,昔 でも廟の所在地と信者

の居住地の広がりは,必 ず しも同心円的とは限らず,偏 りがあったとおもわれる。ま

た 「5a.五龍宮」の関公や蠣祖などの 「神様の里帰 り」に見られるように,遠 隔地の

廟との交流がなかったわけではない。さらに最近は,交 通の発達,信 仰ブームなどに

より,信 者の大部分を村の外に依存す る廟 も建てられるようになった。

 d)「 歴史的旧さ」(+)対 「新 しさ」(→

 古い廟が常に声望を有するとは限らないが,歴 史的に古いことは,声 望を高める1

つの条件にはなりうるし,ま た廟のステータスにかなりの影響を与えていることは,

否めない。

 e) 「大きい廟」(+)対 「小さい廟」(→

 建物の大きさはそのまま絶対的価値を示すものではないが,一 般に大きいほど好ま

しいとする風がある。そこで信徒,信 者たちは生活に余裕が生 じると,で きるだけ壮

大で,見 栄えのする堂宇に改修 しようとする。古さびた堂宇は,ほ とんど評価されな

い。

 f)参 詣の動機としての 「正」(+)対 「邪」(→

 人々の観念において,一 般神明は正しいことは加護するが,悪 いことを助けること

はないという大前提がある。 しかしながら,世 の中すべて清濁,善 悪だけで済むもの

ではないということも公理に近い。特に,そ の境界にある灰色の部分に対 しては,例

えば現世で春節の時季に賭け事黙認の お目こぼしがあるがごとく,「神様だって助け

て くれないはずはない」というのも,い わば常識である。ただし賭博に関わるのは,

土地公,大 衆爺,有 応公などの,ど ちらかと言えば低い格の神明か,好 兄弟などの孤

鬼に限られている。また王爺のような崇り神も時 として強力なパ トロンになって くれ

ることがある。 したがって,今 日流行 している大家楽や六合彩のような民間賭博で賑

わうのも,こ うした格の低い袖明を祀 っている小廟ないし小祠である。 また⑯ 「9c.

九玉堂」は,主 神が位の高い玉皇上帝であるにもかかわらず,賭 け事に関する 「お告

げ」で流行っている。ただし,そ の際,降 神するのは斉天大王のような位の低い神明
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である。 しか し,廟 の規模が大 きくなると,こ のようなことはやりにくくなるだろう

と言われている。

9)「 エ リー トの廟」(+)対 「大衆の廟」(→

 文人を主な信徒とする廟と,一 般農民を対象にする廟の区別は,西 湖郷ではあまり

顕著ではないが,中 国社会の階層性を考えるとき,留 意すべき点であろう。⑬ 「8.八

福宮」で行なわれる五献礼や,三 嬬宮の金字亭に彫 られている 「社」などは,こ うし

た文人層の存在を示す ものであり,ま た二華堂,四 王宮,五 湖の頼家書堂など,か つ

ての有力 リニージが運営 していた私塾か らは,幾 多のエリー トが輩出した。また,こ

うした私塾が,一 般の廟の生成基盤となったという事実も,中 国社会に共通する階層

化現象の萌芽的形態として注目されよう。ただ し現在の廟においては,こ うした脈絡

のもとでの階層性は皆無と言ってよい。今日では,む しろ地方的レベルでの政治的経

済的有力者や知識人による廟経営の活動が,重 要視すべ き点となっている。

h)主 神の種類

 どんな神体が主神 として祀 られているかは,一 般に考えられるほど,廟 の性格に反

映していない。もちろん,土 地公,石 娘,有 応公などの下級神や,西 湖にはないが,

城陛廟のような陰間の行政官庁の場合,主 神の種類が,信 者層の構成に多少の影響を

及ぼすことはあろう。また観音など,仏 教系の神明を祀る寺廟の場合,信 者の好みや

供え物に素食(精 進料理)の 占める割合が多くなるといった,多 少の差は現われよう。

 しか しながら後述のように,客 家系だからといって,特 に三山国王を祀るというこ

とは,少 なくとも西湖近辺にはない。 (苗栗市内に三山国王廟が1つ あるが,こ れと

ても,こ の地方の客家全体の尊崇の対象であるというよりは,多 数の廟の1つ である

にすぎず,歴 史的にも最古の廟というわけではない。)ま た客家系の間に関帝廟の多

いことは,福 建系の嬬祖廟に匹敵する。もっとも関羽自体は,漢 族全体の英雄の1人

であって,客 家専属ではないが,地 元の人々の間では,関 羽の義に堅い性格を客家の

エスニシティのシンボルに取り上げる向きもあるから,関 公の客家地帯での人気は,

全 くの偶然とは言えない。ただし関帝廟のほとんどは,関 帝,呂 洞賓,司 命真君の3

神を 「三恩主」と称 し,ワ ンセットの主神として祀っている。さらに関帝廟では,蠣

祖や五穀大帝,時 には玉皇上帝さえも合祀 していて,御 利益 もいわば万屋というか,

デパー ト並みに間口が広げられている。これは,個 々の神自体が,例 えば関公が武神

でありなが ら,同 時に商売人の守護神であり,さ らに町工場などでもごく普通に祀 ら

れているなど,言 ってみれば 「総合商社化」の傾向が強いのと軌を0に している。蠣

祖 も三湖では主神として祀 られているし,副 神として祀られる場合でも,例 えば五湖
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表2 西湖郷廟宇の性格を表わす諸要素一
        1司bl・ldl・lfl・1h
①2.二 華堂 一 一? 十 0 『 十 十 孔子

② 3a.三 帝宮 十? 十 十 十 十 十 一 帝爺

③3b.三 嬬 宮 十? 十 十 十 十 十 一 蠣祖

④3c.三 蓮 堂 一 一 ? 一 『 十 一 観音

⑤ 生 四王宮 十? 十 十 十 十 十 (+?) 孔子

⑥ 5a.五 龍宮 十? 十 十 十 十 十 一 関公

⑦5b.五 虎宮 一 十 十 一
一 十 十 一 関公

⑧5c.五 獅 宮 一 十? 一 一 十 十 一 関公

⑨5d。 五 王 堂 一 一? 十 一 『 一 一 王爺

⑩5e.五 仏 堂 一 一? 一 一 一 十 一 観音

⑪ 7a.七 龍寺 十? 十 十 0 十 十 一 観音

⑫ 7b.七 元堂
一 一? 一 一 一 一 一 老子

⑱8.八 福宮 十? 十 十 0 十 十 十 孔子

⑭ 9a.九 顕 堂 一 一? 十 一 一 ? 一 張天師

⑮9b.九 化堂 一 一? 十 一 一
二

一 太子爺

⑯ 9c.九 玉 堂 十? 十 十 一 }
一 一 天公

⑰10a.十 雲 宮
一 十 十 十 十 十 一 観音

⑱10b.十 徳 宮 一 十 十 0 十 十 一 五穀爺

⑲10c,十 善 堂 一 十 十 0 十 十 一 関公

凡例 表 中の`+'`一'は,前 記 各 項 目[a)～g)]に おけ る`+'`一'に 対 応 して い る 。 な お`?'は

  曖 昧 な もの,`0'は 中間 的 な もの を,ま た()は 過 去 の状 況 を,そ れぞ れ 示 す 。

の⑥ 「5a.五龍宮」,⑧ 「5c.五獅宮」,⑨ 「5d.五 王堂」などのように,嬬 祖の誕生

日に里帰 りする所が多い。 したがって主神の元来の由緒というものは,廟 の性格を,

それほど明確に規定するものではないし,ま た族籍の別ともそれほど厳密な対応関係

を示す ものでもないと言えよう。言い換えるならば,専 門的機能分化の壁をなし崩 し

に取り払い,よ り一般的性格をもたせる傾向が,近 来の台湾漢族の廟の特色の1つ と

言えよう。(な お,こ れ らの神の種類については,[増 田 1929],[窪 1986ユを参照。)

 以上の諸要素が,西 湖郷の廟宇にどのように現われているかを整理 してみると,表

2の ようになる。もとより,こ れらは相対的な度合として現われるもので,ご く大ま

かな分類である。

3.信 仰 圏 域

 ここでは信仰に関わる範囲と領域を総称して,〈 信仰圏域〉 と呼ぶことにする。 こ

れは,甚 だ曖昧で多義的な用語法ではあるが,あ えてこの用語を設定 した意図は,従
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来 〈祭祀圏〉という用語が,結 果的に,こ のような広義の意味をもつ語として用いら

れてきたが,今 日ではもはや分析概念としての有効性を失 っているように思われ,こ

の際,む しろ 〈信仰圏域〉という新用語を採用 したほうが,実 態に適 しているのでは

ないかと考えたか らである。 このような前提のもとに,以 下において く信仰圏域〉の

うち,2つ の範囲と1つ の領域を,そ れぞれ分析概念として独立させて論じることに

する。(な お,祭 祀圏に関しては,[岡 田 1937,1938],[施 1973],[許 1975,

1978],[黄 1987],[林 1987],[植 野 1988],[末 成 1985,1989]を 参照。)

 さて当然のことながら,廟 というものは,管 理する者と参拝に訪れる者とで成 り立

っている。 ただし 「管理」と言っても,台 湾で通常用いられている 「管理人」,つ ま

り廟守りを示す 「廟祝」という役目の者だけではなく,な かば自発的に廟の仕事を手

伝っている者が,廟 の活動の大 きな部分を支えていることが多い。彼 らは通常,廟 の

付近の住民であった。 しか し,オ ートバイ(単 車)な どの交通手段が普及 した今 日で

は,多 少の遠隔地からでも,定 期的に廟に通うことが不可能でなくなった。このよう

に,廟 を実質的に支えている人 々の居住範囲は,廟 に参拝に来る人々の範囲と共に,

その廟の基本的性格を形成するのに,重 要な役割を果たしていると考えられる。そし

て,こ れら管理者と参拝者の2つ の居住範囲は,各 廟ごとに地域的な限定が加えられ

たものではないかぎり,地 元の人々があらかじめ設定した概念ではなく,こ れらの信

徒の居住範囲をプロットした結果として得られる統計概念であって,流 動性が高い。

 これに対 し,祭 祀活動においては,一 定の地域的範囲が強調されることが多い。と

言 って も,こ れまた決して固定 した ものではな く,時 代の変化に応じて変動はするが,

少なくとも人々の観念においては,継 続的に存在すると見なされている範囲である。

本論文では,こ れらの信仰に関わる 「範囲」と 「領域」とを区別し,前2者 をそれぞ

れ 〈信徒圏〉,〈信者圏〉,後者を く祭祀域〉と仮称することにする。

2.1 用  霧

a)信 徒圏

 く信徒圏〉とは,廟 の活動に定期的,積 極的に関わる信者の範囲を指す。この場合

の 「信徒」 としては,具 体的には,(1)当 該廟の信仰対象を,平 常管理運営する者

(「廟祝」ではなく,そ れを監督する者),(2)祭 祀における 「炉主」や 「頭家」の選

出の対象となる者,(3)丁 口銭(福 縁金)の 支出を通じて定期的に廟に関わる者,(4)

建酷の際の活動に積極的に参加する者,な どが挙げられる。このほか,芝 居の公演に

おける客の接待,神 明同士の招待,神 体の巡境に際して,そ の送迎に積極的に関わる
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者などもあるが,こ れらの行事は,必 ず しも廟の活動に随伴 しない場合 も少なくない

ので,信 徒の条件か らは除くことにする。また,信 徒であるためには,こ れら(1)～(4)

の条件をすべて具備 していなくて も,そ のうちのどれか1つ だけを充足しておればよ

いとする。

b)信 者圏

 〈信者圏〉とは,廟 や小祠,あ るいはその他の有形無形の信仰対象に参拝する人 々

の範囲をさす。「信者」の概念には,上 述のとおり,定 期的かつ積極的に関わる信徒

はもとより,信 徒ほどには固定 していないが,な にかにつけて熱心に参拝する者か ら,

通 りすがりの一時的な参拝者までもが含まれる。 したがって,1つ の信仰対象につい

て,1つ の固定 した信仰圏域があるというよりは,通 常は行事ごとに線引きされ る

〈信者圏〉が,全 体としては重層して存在 していると言えよう。

 信徒と,信 徒でない信者との区別は,実 際には常に明瞭であるとは限らない。 とい

うのは,例 えば外部に居住していて も,な にかの目的ないし動機から,あ る廟の運営

に積極的に参与するということは,台 湾では珍 しいことではないし,か つまたこれを

信徒と見なすか否かは,各 事例ごとに,き わめて状況的,か つ相対的な基準によって

判断せざるをえないからである。また後述の⑬ 「10b.十徳宮」への帰属の仕方に も見

られるように,寄 付金の定期的拠出にも段階差があ り,ど の段階で信徒と信者を区別

するか判断 しかねることもある。だが,そ れに もかかわらず,こ うした区分を設けた

のは,典 型的な信徒と,そ れ以外の信者 との間には,明 白な相違があ り,事 実の記述

および分析の上で,区 別 したほうが有効だと考えたか らである。ただし,こ のいわば

一種の 「分析概念」が普遍化され過ぎて,い かにも実体を持つかのように受け取 られ,

他の社会の事例との比較などに無限定に適用 されることのないように,注 意 しなけれ

ばならない。いずれにしても,漢 族の信者の特徴は,む しろこうした段階的な連続性

にあるとさえ言えるのである。

c)祭 祀域

 〈祭祀域〉とは,所 与の祭 りを行なうに際 して,あ る種の求心力ない しは凝集力を

持つと意識 され,か つ地域的結合の象徴 となるような範囲を指す。 〈祭祀域〉には単

独または複数の廟を中心にするものと,無 廟,つ まり中核となるような廟を欠 くもの

とがある。 〈祭祀域〉は,〈 信者圏〉と重なることもあるが,〈信者圏〉がどちらかと

言えば,「～時的」かつ 「重層的」に形成される傾向があるのに対して,〈 祭祀域〉は,

より一層 「持続的」かつ 「可視的」活動と結合 している。 もちろん,そ うは言うもの

の,〈 祭祀域〉の中にも個々の祭りの度ごとに成立する組織を基盤にするものもある
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し,ま た時代的な変動の影響を受けることを否定するものではない。 〈祭祀域〉は,

「領域」,つま り連続 した境界で くくりうる地域に収まるのが,普 通だが,必 ずしもそ

の 「領域」内のすべての住民を包含するとは限 らない。

 さらに,〈祭祀域〉と恒常的な廟活動の参与者から構成される前述の 〈信徒 圏〉と

の区別は,一 層微妙である。 〈信徒圏〉は,人 々の活動面を主体とする,い わば外面

的な概念であるのに対し,〈祭祀域〉は,人 々の意識を中心とした,い わば内面的な

概念である。両概念が包括する範囲が一致することも少なくないが,ず れる場合 もあ

りえよう。例えば,⑦ 「5b.五虎宮」の 〈信徒圏〉に見 られるように,五 湖の一部に

偏 っていても,も し人 々が,そ れを五湖,六 哺,七 捕の3村 全体の廟であると意識 し,

実際に建酷などの臨時的祭祀において,祭 文にそのように書 くだけでなく,寄 付金の

募金活動などで,3村 一体となって行動すれば,〈祭祀域〉はより広範なものとなる。

また,あ る1つ の信仰表象のもとに,下 位の 〈祭祀域〉が幾つか連合 して,よ り広い

く祭祀域〉を形成することもあろう。

3.2信 徒 圏 の 事 例

 ここでは五湖の廟の 〈信徒圏〉の具体例 として,信 徒組織を有する⑥ 「5a,五龍宮」

と⑦ 「5b・五虎宮」の2例 を取り上げ,廟 の行事の度ごとに参集して礼拝を行な う鷺

下生(役 員を含む)の 広がりを見てみよう。

a)⑥ 「5a.五龍宮」の場合

 本廟の信徒組織は,総 勢52名 の男子によって構成 され,各 鄭からほぼ満遍なく信徒

が出ているが,第4郷,第8郷,お よび第17鄭 からは出ていない。これら3鄭 の うち,

第4鄭 は,頼 姓の集落であるが,同 じく頼姓の集落である第5鄭 か ら2人 の信徒が出

ているので,特 に問題はないと考え られる。また第8鄭 は,谷 あいに位置するため,

天神会 も別途で行なわれている関係上,信 徒が出ていないと見 られる。さらに第17郊

は,最 西端に位置 し,隣…接の⑦ 「5b.五虎宮」へ通っているため,信 徒を出 していな

いものと思われる。五湖以外の他村からは,対 岸の六補,七 哺および裏山を越えた九

坑村から,計6名 が通っている。

b)⑦ 「5b.五虎宮」の場合

 ⑥ 「5a・五龍宮」の信徒が,ほ ぼ全村にわたって平均的に分布 しているのに対 して,

⑦ 「5b・五虎宮」では,総 勢30名 か らなる信徒組織が,廟 の所在地に近接 した第16鄭

と第17鄭 の2鄭 に偏 っているのが特徴的である。他村からは,隣 接 の四湖から1名 出

ているほか,か つては本廟の神像を安置していた対岸の六埴から4名,山 伝いに地続
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きの九坑か ら2名 が参加 してい る。 また,台 北進香 団の接待に動員 され る範囲を見 る

と,五 湖,六 哺,七 浦を 中心 として,四 湖,九 坑 および,⑲ 「10c.十 善 堂」の所在 す

る集落(銅 鍵郷 ・朝 陽村)か らま とま って来て いる。

3.3信 者 圏 の 事 例

 ここでは,各 廟の行事の際の寄付 リス トに依拠して作成した統計資料(図5-i～ 図

5-xx)に 基づき,信 者の居住圏を分析 し,そ れぞれの廟の特徴の抽出を試みた。その

結果,以 下で指摘するように,対 照的な信者の分布状況が明らかになった。なお,各

図ごとに見出しとして,「 廟名」,「行事名」,「開催年月」の順で表記した。また,行

事名の うち,「超抜祖先」とは,祖 先の 「超度」を祈願する儀式,「超抜孤魂」とは,

身寄りの無い孤独な霊魂の 「超度」を祈願する儀式,「 梁皇」とは,「梁皇経書」を読

居住地 件数 %

1.西 湖 郷 170 55.9

2.苗 栗 市 53 17.4

3.隣接郷 18 5.9

4.苗 栗 県 21 6.9

5.台 北 圏 37 12.2

6.北 部 5 1.6

7.そ の 他 0 0.0

計 304 100.0

図5-i五 龍宮 「超抜祖先」 (1985年8月)寄 付件数百分率

居住地 件数 %

1.西 湖 郷 240 69.2

2.苗 栗市 46 13.3

β.隣接郷 7 2.0

4.苗 栗 県 31 8.9

5.台 北 圏 16 4.6

6.北 部 6 1.7

7.そ の 他 1 0.3

計 347 100.0

図5-ii五 龍宮 「超抜弧魂」 (1985年8月)寄 付件数百分率
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